
第69号－つがる市議会だより

◎は全会一致

議案番号 件　　　名 審議
結果

議決
結果

市長提出議案

予算

1号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件（令和２年度つがる
市一般会計補正予算（第９号）） ◎ 承認

2号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件（令和２年度つがる
市一般会計補正予算（第１０号）） ◎ 承認

3号 令和２年度つがる市一般会計補正予算（第１１号）案 ◎ 可決
4号 令和２年度つがる市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案 ◎ 可決
5号 令和２年度つがる市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）案 ◎ 可決
6号 令和２年度つがる市介護保険特別会計補正予算（第４号）案 ◎ 可決
7号 令和２年度つがる市下水道事業会計補正予算（第３号）案 ◎ 可決
8号 令和３年度つがる市一般会計予算案 ◎ 可決
9号 令和３年度つがる市国民健康保険特別会計予算案 ◎ 可決
10号 令和３年度つがる市後期高齢者医療特別会計予算案 ◎ 可決
11号 令和３年度つがる市介護保険特別会計予算案 ◎ 可決
12号 令和３年度つがる市下水道事業会計予算案 ◎ 可決

条例

13号 つがる市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
14号 つがる市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例案 ◎ 可決

15号 つがる市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正
する条例案 ◎ 可決

16号 つがる市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
17号 つがる市稲垣シルバー創造センター条例を廃止する条例案 ◎ 可決

18号 つがる市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決

19号 つがる市附属機関設置条例及びつがる市特別職の職員で非常勤のも
のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決

その他 20号
青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び
青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更並びに青森県
市町村総合事務組合規約の変更の件

◎ 可決

予算 21号 令和２年度つがる市一般会計補正予算（第１２号）案 ◎ 可決

条例
22号 つがる市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
23号 つがる市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決
24号 つがる市介護保険条例の一部を改正する条例案 ◎ 可決

諮問 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるの件 ◎ 適任
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　令和３年第１回つがる市議会定例会
（令和３年２月26日～３月12日）　15日間



つがる市議会だより－第69号

提
出
さ
れ
た
議
案
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

議
案
第
16
号
　

つ
が
る
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案
【
教
育
民
生
常
任
委
員
会
付
託
】

◇
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
の
保
証
人
、
利
率
な
ど
変
更

す
る
も
の
で
す
。

【
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
と
は
？
】

　

大
き
く
３
つ
に
分
類
さ
れ
災
害
弔
慰
金
、
災
害
障
害
見
舞

金
、
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
貸
付
に
あ
た
っ
て
は
所
得
制
限
等
の
条
件
が
あ
り

ま
す
。

お
も
な
改
正
内
容

　

災
害
援
護
資
金
の
貸
付
に
つ
い
て
、
保
証
人
を
立

て
た
場
合
は
無
利
子
で
貸
付
を
受
け
ら
れ
ま
す
が
、

保
証
人
は
借
受
人
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
い
ま
す
。

　

ま
た
、
保
証
人
を
立
て
な
い
場
合
、
据
置
期
間
中

は
無
利
子
で
す
が
、
期
間
経
過
後
の
利
率
は
年
３
％

以
内
で
市
長
が
定
め
る
利
率
と
し
て
い
ま
す
。

【
秋あ
き
た
や
田
谷　
建た
て
ゆ
き幸　
委
員
】

問　
こ
れ
ま
で
に
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
の
事
例

は
あ
っ
た
か
。

【
福
祉
課
長
】

答　
日
本
海
中
部
地
震
の
時
に
貸
付
を
利
用
し
た

方
が
い
た
が
、
東
日
本
大
震
災
の
時
は
な
か
っ
た
。

【
佐さ
と
う藤　
孝た
か
し志　
委
員
】

問　
現
在
の
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
限
度
額
は
。

【
福
祉
課
長
】

答　
左
記
の
と
お
り
。

　
※
詳
し
く
は
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
諮
　
問

　

諮
問
第
１
号

　

◎
人
権
擁
護
委
員

　
　

次
の
方
が
適
任
と
答
申
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　

原は
ら
た田　

正ま
さ
し志　

さ
ん(
再
任
・
森
田)

　
　

任
期　

令
和
３
年
７
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

令
和
６
年
６
月
30
日
ま
で

�

災
害
援
護
資
金
の
貸
付
の
内
容
が

　
変
わ
り
ま
し
た
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災
害
弔
慰
金

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律

が
定
め
る
大
規
模
な
自
然
災
害
に
よ
り

死
亡
し
た
市
民
の
遺
族
に
対
し
て
支
給

災
害
障
害

見
舞
金

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律

が
定
め
る
大
規
模
な
自
然
災
害
に
よ
り

精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
い
障
害
を
受

け
た
市
民
に
支
給

災
害
援
護

資
金
の
貸
付

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律

が
定
め
る
大
規
模
な
自
然
災
害
に
よ
り

被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し

て
貸
付

世帯主の状況

１カ月以上の
負傷がある

１カ月以上の
負傷がない

貸
付
限
度
額

①� �家財の損害が1/3以上で住
居の損害なし １５０万円 －

②� �家財の損害があり、住居の
損害なし ２５０万円 １５０万円

③ 住居が半壊 ２７０万円 １７０万円

④ 住居が全壊(⑤を除く) ３５０万円 ２５０万円

⑤� 住居全体の滅失または流失 － ３５０万円

💡　
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た


